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【手続補正書】
【提出日】平成24年6月27日(2012.6.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技媒体が通過可能な第１領域と、
　前記遊技媒体が通過可能であり、前記第１領域よりも前記遊技媒体が通過する確率が高
い第２領域と、
　前記遊技媒体が前記第１領域を通過したことにもとづいて、識別情報を可変表示する可
変表示装置と、
を備え、
　前記可変表示装置に表示された識別情報の表示結果が予め定められた特定表示結果のと
きに遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御され、
　所定の移行条件が成立した場合に、前記特定遊技状態の発生確率が通常状態よりも高い
特別遊技状態に制御される遊技機であって、
　遊技状態が前記特別遊技状態のときと前記通常状態のときとで共通の遊技演出を実行す
る特別モードに移行させるモード移行手段と、
　前記特別モード中において前記遊技媒体が前記第２領域を通過したことにもとづいて、
特定演出を実行するか否かを選択する特定演出選択手段と、
　前記特定演出選択手段により選択された前記特定演出を実行する特定演出実行手段と、
を有してなり、
　前記特定演出選択手段は、遊技状態が前記特別遊技状態のときと前記通常状態のときと
で、前記特定演出を実行するか否かを異なる割合で選択する、
ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明にかかる遊技機は、遊技媒体が通過可能な第１領域（例えば、第１始動入賞口１
３や第２始動入賞口１４）と、遊技媒体が通過可能であり、第１領域よりも遊技媒体が通
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過する確率が高い第２領域（例えば、ゲート３２）と、遊技媒体が第１領域を通過したこ
とにもとづいて、識別情報を可変表示する可変表示装置（例えば、演出表示装置９）と、
を備え、可変表示装置に表示された識別情報（例えば、飾り図柄）の表示結果が予め定め
られた特定表示結果（例えば、大当り図柄）のときに遊技者にとって有利な特定遊技状態
（例えば、大当り遊技状態）に制御され、所定の移行条件（例えば、確変大当たり）が成
立した場合に、特定遊技状態の発生確率が通常状態よりも高い特別遊技状態（例えば、大
当り遊技後の確変状態）に制御される遊技機であって、遊技状態が特別遊技状態のときと
通常状態のときとで共通の遊技演出を実行する特別モード中（例えば、確変潜伏状態また
は低確率状態のいずれかである潜伏モード中）に移行させるモード移行手段（例えば、遊
技制御用マイクロコンピュータ５６０におけるステップＳ４５９，Ｓ４６０の処理を実行
する部分）と、特別モードにおいて遊技媒体が第２領域を通過したことにもとづいて、特
定演出（例えば、図２１や図２２に例示する演出）を実行するか否かを選択する特定演出
選択手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ８２３の
処理を実行する部分）と、特定演出選択手段により選択された特定演出を実行する特定演
出実行手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ８２４
，Ｓ８２５の処理を実行する部分）と、を有してなり、特定演出選択手段は、遊技状態が
特別遊技状態（例えば、確変潜伏状態）のときと通常状態（例えば、低確率状態）のとき
とで、特定演出を実行するか否かを異なる割合で選択する（例えば、演出制御用マイクロ
コンピュータ１００におけるステップＳ８２３の処理において、図４４（Ａ）（Ｂ）に例
示する可変可能性報知態様決定テーブル１７２を用いる）ことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　この構成により、特別モードにおいて、識別情報を可変表示させるための条件よりも成
立する確率の高い条件である遊技媒体が第２領域を通過したことにもとづいて、特定演出
を実行することができ、しかも、遊技状態が特別遊技状態のときと通常状態のときとで、
特定演出を実行するか否かを異なる割合で選択することができるため、たとえ、識別情報
が可変表示されていない状況でも、大当り遊技の開始や確変状態への移行に対する期待を
遊技者に与えることができる。その結果、遊技者が遊技を中断することなく遊技媒体を遊
技領域に向けて発射する操作を行うこと、すなわち、遊技機の稼働率の向上を期待するこ
とができる。
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